
資料No.1
第 1号様式

長 岡 市 長 森 民夫 様

平成 25年 4月 1日

〒91410-グ 141913

申請者 住  所 長岡市与板mI本与板2435番 地 13

-′    鷺射奮riξIII鶴
平成 25年度 長岡市地域コミュニティ事業補助金交付申請書     |

平成 25年度 長岡市地域コミュ手ティ事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請 します。    ′

事  業   名 楽山亭活性化事業

事 業 概 要

【目的】

・与板地域の楽山苑の歴史的建造物「楽山亭」を地域住民の「交流の場 。癒しの場
1,

学びの場」としての意識を高めて定期的に開放することで与板地域の活性化を図る。
・天地人通りやまちの駅との地理的関連を重視し、行事・イベントに協力して観光ス

ポツトとしての魅力や一体感を高めたり地元の方の作品・技術を紹介したりするこ

とで、与板地域の活性化につなげる。
・本会の活動の中で再発見された与板八幡官の「香の掲額」(宝暦9年 大坂屋・東備

前屋等の豪商らによって供香された記録の欅の一枚板)の重要性を広く発信し、古

の香文化を継承 。再現する。今、日本唯一の「香の掲額」の価値や歴史的背景をき

ちんと認識しなければ、将来歴史の中に埋もれてしまうことになる。そのために地

域内外に呼びかけ、聞香を体験する会及び講演会を実施し、与板町独自の香文化を

発信する。

【内容】        ′

,楽山亭を開放しての活動

呈茶、「論語抄」素読t投扇興、お点前体験、聞香体験、

「寄せ植え」講習会、与板伝統文化子ども教室の「唄と三味線」
・特別イベント

仮称「聞香の会」と講演会「香の掲額」

補 助 申 請 額 下記 (Dの額を記入 3 8 5 0 0 0 円

補 助 申 請 額

算 出 の 基 礎

支出の部合計ω 補助対象外経費3) 補助対象経費(C)

632,000円 88,400円 543,600円

特定財源①)

事業を実施することによって得られる収入

のうち、補助対象経費に充てるもの

(C)一 ①)=補助金算出対象額  (補助率)

482,000円

61,600円

補助金額 (E)

3
補助金額 (E)の千円未満切り捨てた額

×金額の上限は50万円です

3851000円

(F)

事業期間 (予 定) 着 手 平成 25年  4月  1日 完 了 日8

添 付 書 類 ○

○

○

団体の概要説明書 (第 2号様式)

事業計画書 (第 3号様式)

事業の収支予算書 (第 4号様式)



1.申請団体の概要および申請事業の計画等【公開対象】

なごみのかい

なごみの会

(肩書 :代表 )石 丸 優 子代 表 者 氏 名

8人 (役員)昭
季甲

・
(許月)2,午 4月 21日設 立 年 月 日

与板地域の歴史的建造物「楽山亭」において呈茶を通して交流を図

り、日本の伝統的文イしを体験・継承する場として活用する。設  立  目  的

・ 5月 ～10月 まで、日曜日に開放し、呈茶やガイドでおもてなしをした6

・「論語抄」の素読、寄せ植え講習会、投扇興など学びと遊びの場を提

供した。
・「普め暮らし人形展」、「組紐の実演」、「唄と三味線」など地元の人の

作品、技術などを紹介したり、特別イベント「聞香の会」を実施した。

・観光協会等のイベントと連携して、呈茶のおもてなしで協力した。

これまでの活動実績

補助を受けた制度の名称 補助金額 (円 )

過去の補助実績
(該当する場合のみ)

263,000
330,000

長岡市地域コミュニティ事業補助金
′′

・別添「第3号様式 事業計画書」のとおり

:別添「第4号様式 事業の収支予算書」のとおり

=  
①    (ど

ちらかに○印 )
その他、団体をPR
するパンフレット等

受付 N。  1
第2号様式

平成25年度

※

　

※

長岡市地域コミュニテイ事業補助金申請団体の概要

個人情報保護の観点から、広く公開してもよいものなら“公開"に、そうでないものは“非公開1‐にO
を付けてください。
2の添付資料(名 簿類・規約類)については、交付審査の際の資料として審査関係者に提示する場

合があります。                       |

2.申請団体の連絡先等【公開、非公開を選択※】

事 務 所 所 在 地 長岡市与板町本与板2435番地13 (憂義卜非公開】

電 話・FAX番 号 等
層]言舌ごFAX 0258-72-3038  事実串諄 09o-8257-1686 (亜∋>非公開】

Eメールアドレス ishiishi@Dlum.Olala.or.lo

担 当 者 連 絡 先

【 名 石 力.優 旱

〔亜)・ 非公甲】住 所 長岡市与板町本与板 2435番地13

電話 :FAX番号等
雷話・FAX0258-72-3038棲 帯 090-8257-168C

Eメールアドレス ishiishQo!um_olala_or_ID

添
付
資
料

名簿またはこれに

類するもの
・別添のとおり (亜)・ 非公開】

規約またはこれに

類するもの
・別添のとおり (亜)・ 非公開】



第3号①様式

事 業 計 画 書

業事 名 楽山亭活性化事業

事 業 実 施 の 目 的

ヽ

―

―

リ性

的

状

題

要

目

現

課

必

κ
ｌ
ｌ
ｌ
卜
ヽ

【目的】

楽山亭を定期的に開放し、歴史的建造物のガイドやお抹茶のお

もてなしを継続するとともに、活用の可能性を追求して地域の活

性化に努める。         i
【現状及び必要性】

地域内での活動が認められ、定着してきている。その表れとし

て、活動に協賛し自分の得意分野で協力してくれる人が増えて

いる。しかし、一般的に与板町及び楽山亭は地理的に分かり難

く認識度が低い。現在の活動に加えて、与板らしさをアピール

できる活動の重要性を感じている。具体的には、与板独自の香
文化を掘り起こし、継承することで知名度を高めたい。

【課題】
・活動の内容が地域密着している反面、敷居が高いイメージで

敬遠される面もある。
・ ボランティアの増員 i

実施月日

実施場所

参加者数

実施内容等

容内業事

ヽ
１
１
１
ノ

ｒ
ｌ
ト
ｌ
ｔ

【実施月日】
'別

紙スケジュールのとおり

【実施場所】

楽山亭(長岡市与板町与板甲627番地甲)

【参加者数】

延べ1,300名 予定

【実施内容】
1 来客者のおもてなし

5月 から10月 まで毎日曜日午前 10時から午後3時まで開場
t・

地元のお菓子とお抹茶でおもてなしとガイド
ロ時節の掛け軸、良寛関係掛け軸の室礼
口昔の遊び体験 (貝合わせ、投扇興t各種カルタ)

2「論語抄」(足利学校テキスト)の素読

毎月第1日 曜日に開催
3「聞香体験」

毎月第4日 曜日に開催

初心者対象に定期的に実施し、広く親じめるようにしたい。
4深山嫁菜を使つた「寄せ植え講習会」、お点前体験、与板伝統
文化子ども教室の三味線と唄

5良寛に因んだテーマの「聞香の会」、講演会「与板の香道 (香

の掲額について)」

6なごみの会活動報告 写真展
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別紙スケジュールのとおり

地域活性イヒの波及性

継続して定期的に「楽山亭Jを開放し、地域住民の「交流の場“
癒しの場:学びの場」として身近に利用してもらうことが、与板地域
の活性化につながると期待される。     ｀

また、偶然来られた遠来の人や市政だよりの情報を見たり、「て
んこもり号」で来た人におもてなしやガィドをすることで、「楽山亭」
ファンができ、リピーターが増えている。
楽山亭で実施した「ミニ聞香」に参加した人が、旧長南地域での

イベント「長岡ひなものがたり(F香と投扇興とひな御膳」)」 に多く参
加したことは、イベントの相乗効果と見て良い。将来的に「香道日間
香Jが他地域にはない与板独自の文化として認識されるようにな
れば注目度が高く、「香」を目当ての来訪者も期待できる。

※ 事業の内容は、詳細に記載してください。(男1紙も可 )



与板地区 地域 童ミュニティ事業

平 成 25年 度  年 間

楽山亭活性化事業

― ケ ジ _― 一ル   ず← 力
=豪

受

日 時 内 書 備考 行事

5月   6日 月祝 抹茶おもてなし 「長岡「 おと。オ トの街」 て

10日 ～ 19日 楽山亭ライ トアップ     =
(当番          )

て

18日 ・ 19日

26日 抹茶おもてな し  聞香体験

6月   2日 抹茶おもてなし  論語抄素読  寄せ植え講習会 て

16日 抹茶おもてなし て

23日 抹茶おもてなし  聞香体験

30日 抹茶おもてなし

7月   7日 抹茶おもてなし  論語抄素読

14日 抹茶おもてなし  お点前体験

21日 抹茶おもてなし 与板伝統文化子 ども教室の三味線 そうめん流し

28日 抹茶おもてなし  聞香体験

8月  4日 抹茶おもてなし  論語抄素読

11日 抹茶おもてなし

18日 抹茶おもてなし

25日 抹茶おもてなし  聞香体験

9月  1日 抹茶おもてなし  論語抄素読

8日 抹茶おもてなし

22日 抹茶おもてなし  聞香体験

29日 抹茶おもてな し 市民茶会

10月  6日 抹茶おもてなし  論語抄素読  天地人行列祭 淡交茶会

13日 抹茶おもてなし

20日 抹茶おもてなし  聞香体験 防災司1練

11月 中旬 特別イベン ト「 聞香の会」と講演会 「香の掲額」

H26年 なごみの会活動報告 写真展 北越銀行与板支店

◎
◎
◎
　
◎

抹茶のもてなし(お菓子付き)

論語抄素議(テキスト常籠 )

聞書体験

毎回床の間の樹卦 ι
｀
ナ 率由

備考  て =てんこもり号 (春期 )

毎週日曜日 10;00～ 15:00まで  無料
第一日曜日 10130～ 12100   無料
第4日 曜日 10:30～11:30   無料

(良寛関係t時節の物)を掛け替えます。



第3号②様式

継続申請の理由 (年次計画により段階的に実施する予定の事業のみ記入)

で

由
回
理る

計

す

次

施

年

実

与板地域の歴史的建造物の「楽山亭Jを定期的に開放し、与板
の町の歴史的な文化の由緒を掘り起こし、地域住民及び地域外

からの訪間者との交流の場として活用し、与板地域の活性化を図

りたい。

世代を超えて、歴史的、伝統的文化の体験口伝承の場として、活

用の意義を高めたい。

別

ヶ

ル

度
隷
〓

年

事

ジ

1年 目
(平成 23年度)

「なごみの会」の会員募集

抹茶のもてなし(呈茶)

各種かるた、投扇興、ミニ聞香、きものリフォーム展、聞香

活動写真展

【事業費】521,000円 (経費内訳:需用費関係 357,090、 報償費開係 89,000、 使用料関係
42,0∞ 、役務費関係 18,000、 旅費関係 15,000)

2年 目
(平成 24年度)

発展的活動の実施一観光協会との連携

【連携事業の実施】
・「天地人行列」、「おとロオトロ音」、フォートワース市よりの

訪間団おもてなし

【独自のイベント実施】
口深山嫁菜を使つた「寄せ植え」講習会
・「論語抄」の素読、「人形展と組みひも実演」、「聞香」

【事業費】 558,500円 (経費内訳:需用費関係 388,000、 報償費関係 84,000、 委託料関係
33,000、 役務費関係 6,000、 旅費関係 25,000、 原材料費関係 22,500)

3年 目
(平成25年度)

楽山亭でのおもてなし(呈茶)が地域に定着
5月 ～10月 、日曜日の定期的開放

観光協会との連携

与板独自の香文化の発信

広く親じめるような「聞香体験」を定期的に実施する

【事業費】632,000円 (経費内訳:需用費関係 423,000、 報償費関係 112,000、

使用料関係 4,000、 役務費関係 8,000、 旅費関係 55,000、 原材料費関係 30,000)



第4号様式

収入の部

事 業 の 収 支 予 算 書
(単位 :円 )

(単位 :円 )

項  目 予算額 内 訳

地域コミエティ事業補助金 (F) 385,000

己

金

自

資

97,000 会費

特

定

財

源

寄附金

参加費 61,600 聞香の会 31,600円 (790円 X40名 )

寄せ植え30,000円 (2,000円 X15名 )

その他収入金

小  計 (D) 61,600
の

　

ヽ

そ

他 88,400 聞香の会弁当代参加者 80,000円 (2,000円 X40名 )

″  茶菓子代 8,400円 (210円 X40名 )

△
ロ 計 632,000

支出の部      t

項  目 予算額 内 訳

補

助

対

象

経

費

消耗品費 2331800
香木、香道具、茶せん、子ども用茶碗、懐紙、論

語抄テキスト、インクカートリッジ、コピー用紙等

事務用消耗品等

印刷費 82, 000 資料コピー代、写真プリント代tポスター代

委託料 3,000 運搬作業委託料

使用料 4,000 交和会館借用料

原材料費 30,000 寄せ植え(鉢、苗木等 )

報償費 111,800 講師謝礼 :聞香の会、講演会、伝統文化、寄せ

植え

交通費 55,000 講師交通費

食糧費 16,000 講師弁当代 (2,000円 X8名 )

通信費 8,000 切手代 3,000、 小包送料 5,000

小  計 (C) 543,600

補

助

対

象

外

経

費

聞香の会 88,400 聞香の会参加者弁当代 80,000円 (2,000円 X40名 )

″  茶菓子代 8,400円 (210円 X40名 )

小  計 (B) 88,400

合  計 (A) 632,000



なごみの会 会則

平成 23年 4月 21日 制  定

平成 25年 4月  1日  一部改正

(名 称)

第1条   この会はtなごみの会と称する。

(目 的)    ヽ

第2条   この会は、楽山亭にて来客者を接待する。日'本の伝統的文化を伝承し、

体験及び学習を通して与板地域から情報発信する。

(所在地)

第3条   この会の事務局は代表者宅「長岡市与板町本与板2435番地 13」  :
に置く。    )

(会 員)

第4条   この会は、上記め目的に賛同する個人で構成する。

(役 員)

第 5条   この会は次の役員を置く。なお、監査以外の役員は兼ねることができ

るものとする。

代表 1名、副代表 2名 ギ会計 1名、監査2名 、幹事 3名

(任 期)

第6条   役員の任期は 1年 とする。ただし、再任は妨げない。

(会 費)

第 7条   年 1回 会員の会費を徴収する。

(会計年度)

第8条   この会の会計年度は毎年4月 1日 から翌年3月 31日 までとする。

(監 査)

第9条   監査は、毎年会計閉鎖後監査を行い、その結果を代表に報告する。

附 則

この会則は、平成 23年 4月 21日 より適用する。

附 則

この会則は、平成 25年 4月 1日 より適用する。


